
申・問 町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903

税　務　課

固定資産税に関する帳簿の縦覧を行います

　3月15日を期限としていた令和2年分所得税の確定申告
および令和3年度町県民税の申告相談期間を次のとおり
延長しています。
延長期間●4月15日㈭まで
　　　　　※土・日曜日、祝日を除きます。
受付場所●町税務課 窓口（美郷町役場１階）
受付時間●午前8時30分～午前11時
　　　　　午後1時～午後4時
　　　　　※申告相談期間の延長に伴い、右記の注意点が
　　　　　　ありますのでお早めに申告されるようお願い
　　　　　　します。

所得税と町県民税の申告相談期間を
延長しています

①令和3年度分個人町民税の当初納税通知書（第1期は6
　月末日納期限）に反映できない可能性があります。その
　場合は、後日申告内容を反映した新規課税または税額変
　更等の処理を行い、変更した納税通知書等によりお知ら
　せしますのでご了承ください。
②個人町民税の税額や所得金額を根拠とした制度（国民健
　康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等）に影
　響が生じる可能性があります。
③住民税普通徴収の口座振替を「一括」で申し込まれてい
　る方で、第2期以降に新たに課税または増額が生じた場
　合、その分は納付書による納付となります。

延長期間中に申告書を提出した場合の注意点

　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。この帳簿
では、ご自身が所有している固定資産の内容などを確認す
ることができます。
期　　間●4月1日㈭～5月31日㈪
　　　　　※土・日曜日、祝日を除きます。
時　　間●午前8時30分～午後5時15分
場　　所●町税務課 窓口

手 数 料●無料
そ の 他●本人確認ができるもの（運転免許証、健康保険
　　　　　証など）をご持参ください。
　　　　　※固定資産税の納税義務者以外の方が縦覧す
　　　　　　る場合は委任状が必要です。
　　　　　※土地・家屋価格等縦覧帳簿には所有者名や
　　　　　　住所は記載されていません。

町税務課　固定資産税班　☎0187（84）4902問

町税務課　住民税班　☎0187（84）4902問 住民生活課

　水環境の保全を目的に、清水周辺の清掃活動を行いま
す。例年は事前申し込みを不要としていましたが、ことしは
感染症対策の観点から、ご参加いただける方は町住民生
活課までご連絡をお願いします。
日　　時●４月１８日㈰　午前７時～（１時間程度）
　　　　　※小雨の場合も開催します。
　　　　　※ご参加いただける方は、午前６時４５分まで
　　　　　　に「御伊勢堂川」へお集まりください。
駐　車　場●・わくわく広場（秋田諏訪宮から北に約250ｍ）
　　　　　・竹うち会場（秋田諏訪宮前）
　　　　　・旧美郷町中央行政センター

清掃区域●①御伊勢堂川、藤清水
　　　　　②大工・馬洗い清水周辺道路
持　ち　物●動きやすい服装、長靴、帽子、雨具、タオル
　　　　　※飲み物、軍手、ごみ袋は町で用意します。
そ　の　他●・天候不良により開催を中止する場合があり
　　　　　　ます。開催の有無を確認する場合は、午前６
　　　　　　時から午前６時４５分までの間に町住民生活
　　　　　　課へお問い合わせください。
　　　　　・新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、当
　　　　　　清掃活動を中止する場合がありますので、あ
　　　　　　らかじめご了承ください。

「水辺環境クリーンアップ作戦」の参加者を募集します

春の火災予防運動を実施します
　4月4日㈰から4月10日㈯までの期間で春の火災予防
運動を実施します。春は火災が発生しやすい季節ですの
で、火の取り扱いには十分注意して火災の発生防止に努
めましょう。

・火気の近くに燃えやすいものを置かない！
・「ごみ焼き」や「寝たばこ」、「たばこのポイ捨て」は絶対
　にしない！

消防団員募集中！女性団員も大歓迎です！

注意しましょう！
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町総務課　管財班　☎0187（84）1111問

今年度が最終年度となります！

福祉保健課

町福祉保健課　健康対策班　☎0187（84）4900申・問

【定期】風しん予防接種について
　30代から50代の男性の風しん流行を受けて、平成31
年度（令和元年度）から3年間に限り、特に抗体保有率が
低い世代の方を対象に、風しん抗体検査費用・風しん予防
接種費用の助成を行います。
対 象 者●美郷町内に住所があり、昭和37年4月2日か
　　　　　ら昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
　　　　　※令和3年1月までに抗体検査を受けていな
　　　　　　い方へクーポン券を送付します。
　　　　　※同年2月または3月に抗体検査を受けた方
　　　　　　にもクーポン券が届くことがありますが、
　　　　　　検査済みの場合はクーポン券を使用するこ
　　　　　　とができませんのでご注意ください。
助成期間●それぞれ令和4年2月28日㈪まで
助成金額●それぞれ全額助成します。
助成回数●それぞれ3年間で1回のみ
そ の 他●・クーポン券を紛失された方には再発行します
　　　　　　ので、町福祉保健課までお問い合わせください。
　　　　　・今年度が最終年度となりますので、クーポン
　　　　　　券の有効期限にご注意ください。

■抗体検査方法
　抗体検査は、医療機関、町の健診、職場の健診（自身
の職場に確認が必要）で受けることができます。検査を
受ける際には、送付されたクーポン券と本人確認書類
（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等）を持
参してください。なお、検査は採血のみで終わります。
■予防接種方法
　抗体検査を受けた後、判定結果の「風しん第5期の定
期接種対象」に○がされている方のみ、医療機関で予
防接種を受けることができます。予防接種を受ける際
には、事前に医療機関に予約し、抗体検査結果、クーポ
ン券、本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナ
ンバーカード等）を持参してください。
■実施医療機関
　抗体検査、予防接種を実施している医療機関につ
いては、町福祉保健課までお問い合わせいただくか、
厚生労働省のホームページをご確認ください。
　なお、町内の実施医療機関は次のとおりです。

【任意】風しん予防接種について
　妊娠初期に風しんにかかると、胎児も風しんウイルスに
感染し、赤ちゃんに影響を及ぼすことがあります。これらを
予防するため、風しん予防接種費用の助成を行います。
対 象 者●美郷町内に住所を有し、今後も引き続き在住予
　　　　　定の方のうち、次のいずれかに該当する方
　　　　　①令和3年度に満19歳から49歳になる方で、
　　　　　　今後の妊娠を予定または希望している女性
　　　　　②妊婦のパートナーおよび同居家族（ただし、妊
　　　　　　婦がすでに抗体を保有している場合は対象外）
　　　　　※風しんにかかったことのある方、すでに風し
　　　　　　ん予防接種を2回受けたことのある方、町の
　　　　　　助成を受けたことがある方、現在妊娠中の女
　　　　　　性は対象になりません。
　　　　　※対象者②のうち、定期予防接種の対象となる
　　　　　　方（昭和37年4月2日から昭和54年4月1日
　　　　　　までに生まれた男性）は、定期予防接種が優
　　　　　　先されます。

助成期間●令和4年3月31日㈭まで
助成金額●全額助成します。

■手続方法
　事前に手続きが必要です。次の書類等を持参のう
え、町福祉保健課までお越しください。
①本人確認書類
　（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等）
②母子健康手帳
　※パートナーおよび同居家族の方も妊婦の接種歴
　　等を確認しますので、妊婦の母子健康手帳をお
　　持ちください。
■接種方法
　医療機関に予約し、町から交付された予診票を持
参して接種してください。

抗体検査 亀谷医院、仙南診療所、まっこいしゃ高橋醫院
予防接種 仙南診療所、まっこいしゃ高橋醫院

4月1日㈭から　田、六郷東根コミュニティセンターの管理人が変わります

総　務　課

施設名称 予約連絡先
鑓田コミュニティセンター ☎0187（84）0535

新管理人
森元 一彦さん

六郷東根コミュニティセンター ☎0187（84）2480藤岡 義博さん
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